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由 来 牛など 豚 鶏 養魚
乳・乳製品、卵・卵製品、骨灰、骨

炭、第２ﾘﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ(鉱物由来、

脂肪・たん白を含まないもの）、ゼラ

チン及びコラーゲン（確認済のもの）

魚粉等(確認済のもの） 魚介類

チキンミール、フェザーミール
（確認済のもの）

家きん

豚・馬
家きん

肉骨粉、加水分解たん白、蒸製骨
粉、蹄粉、角粉、皮粉、獣脂かすなど

肉類を含む食品残さ
（残飯など）

ほ乳動物
家きん
魚介類

× ○ ○ ×

魚油（魚以外のたん白質の混入の

ないもの）、植物性油脂

動物性油脂　（特定動物性油脂） ほ乳動物 ○ ○ ○ ○

動物性油脂　（確認済のもので

あって牛などを含まないもの）

動物性油脂　（確認済のもので

あって牛などを含むもの）

動物性油脂（上の各欄に記載され
た以外のもの）

ほ乳動物
家きん

× × × ×

注１ 　「牛など」には牛、めん羊、山羊及びしかが含まれる。
注２

注３ △は、ほ乳期子牛育成用代用乳用配合飼料への使用はできない。

飼
料
用
油
脂

豚、豚・家
きん混合

豚、家きん

魚介類
植物

○

主な対象品目
給与対象

ほ乳動物
家きん
魚介類

動
物
性
た
ん
白
質

○ ○ ○

× ○ ○

○

×

血粉、血しょうたん白
（確認済のもの）

× ○ ○

○

○
牛など
豚
家きん

○

○

○

○

×

○

肉骨粉、加水分解たん白、蒸製骨
粉（確認済のもの）

○

○

　「確認済のもの」とは、基準適合することについて農林水産大臣
の確認を受けた工場の製品のこと。

牛など × × ×

○

○△

表３ 動物性たん白質・動物性油脂の

家畜への給与に関する規制の概要

（平成２６年３月１日現在）



問い合わせ先：

農林水産省 消費・安全局

畜水産安全管理課 飼料検査指導班

Tel：03-3502-8702 Fax：03-3502-8275


